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び
請
求
④
に
係
る
部
分
に
応
訴
す
る
こ

と
は
病
院
業
務
の
執
行
に
関
す
る
も
の

で
あ
り
、
管
理
者
が
地
方
公
共
団
体
の

代
表
権
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
請
求

②
に
つ
い
て
は
、
不
作
為
庁
で
あ
る
知

事
に
対
し
て
法
令
に
基
づ
く
申
請
を
し

た
と
い
う
こ
と
は
で
き
ず
、
請
求
③
に

つ
い
て
は
知
事
は
不
作
為
庁
と
は
な
ら

ず
、
結
局
、
い
ず
れ
の
請
求
も
不
適
法

で
あ
る
か
ら
、
被
上
告
人
の
控
訴
を
棄

却
す
る
と
し
た
事
例
で
あ
る
。

判
　
　
　
決

〔
主　
　
　

文
〕

原
判
決
を
破
棄
す
る
。

被
上
告
人
の
控
訴
を
棄
却
す
る
。

控
訴
費
用
及
び
上
告
費
用
は
被
上
告

人
の
負
担
と
す
る
。

〔
理　
　
　

由
〕

上
告
代
理
人
Ａ
の
上
告
受
理
申
立
て

理
由
（
た
だ
し
、
排
除
さ
れ
た
部
分
を

除
く
。）
に
つ
い
て

１　

被
上
告
人
は
、
平
成
29
年
４
月

13
日
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条

要旨：伊東　健次
判例情報

地方自治

裁
決
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件
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３
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ヒ
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９
３
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裁
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８
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平
成
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コ
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４
８
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一
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神
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判
決
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不
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平
成
30
年
（
行
ウ
）
第
14
号

行
政
勝
訴

（
要
旨
）

被
上
告
人
は
、
県
知
事
に
対
し
、
①

本
件
裁
決
の
取
消
し
、
②
知
事
の
不
作

為
の
違
法
確
認
、
③
知
事
が
本
件
審
査

請
求
を
認
容
す
る
裁
決
を
す
る
こ
と
の

義
務
付
け
、
④
審
査
請
求
の
対
象
で
あ

る
管
理
者
の
不
作
為
を
理
由
と
す
る
国

家
賠
償
請
求
訴
訟
を
提
起
し
、
一
審
で

は
い
ず
れ
も
却
下
さ
れ
た
が
、
高
裁
が

差
戻
し
を
認
め
た
事
例
に
つ
い
て
、
地

方
公
営
企
業
法
の
全
面
適
用
を
受
け
る

公
営
企
業
管
理
者
は
、
そ
の
業
務
の
執

行
に
つ
い
て
当
該
地
方
公
共
団
体
を
代

表
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
請
求
①
及

例（
平
成
８
年
兵
庫
県
条
例
第
２
４
号
。

以
下
「
本
件
条
例
」
と
い
う
。）
に
基

づ
き
、
上
告
人
の
病
院
事
業
の
管
理
者

（
以
下
「
本
件
管
理
者
」
と
い
う
。）
に

対
し
、
叔
父
の
診
療
記
録
等
に
係
る
開

示
の
請
求
（
以
下
「
本
件
開
示
請
求
」

と
い
う
。）
を
し
た
。
本
件
管
理
者
は
、

被
上
告
人
に
対
し
、
叔
父
の
任
意
後
見

人
に
す
ぎ
な
い
被
上
告
人
は
開
示
請
求

権
を
有
し
な
い
旨
を
説
明
す
る
な
ど
し

た
も
の
の
、
本
件
開
示
請
求
に
対
す
る

処
分
を
し
な
か
っ
た
（
以
下
、
こ
の
不

作
為
を
「
本
件
管
理
者
不
作
為
」
と
い

う
。）。

そ
こ
で
、
被
上
告
人
は
、
平
成
29
年

８
月
22
日
付
け
で
、
審
査
庁
を
兵
庫
県

知
事
（
以
下
、単
に
「
知
事
」
と
い
う
。）

と
記
載
し
た
審
査
請
求
書
を
知
事
に
宛

て
て
提
出
し
、
本
件
管
理
者
不
作
為
に

つ
い
て
の
審
査
請
求
（
以
下
「
本
件
審

査
請
求
」と
い
う
。）を
し
た
。
知
事
は
、

本
件
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
せ
ず

（
以
下
、
こ
の
不
作
為
を
「
本
件
知
事

不
作
為
」
と
い
う
。）、本
件
管
理
者
が
、

同
年
９
月
27
日
付
け
で
、
本
件
審
査
請

求
を
却
下
す
る
裁
決
（
以
下
「
本
件
裁

決
」
と
い
う
。）
を
し
た
。
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と
き
は
、
そ
の
旨
の
決
定
（
以
下
「
開

示
決
定
等
」
と
い
う
。）
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
旨
を
定
め
て
い
る
（
20
条

１
項
、
２
項
）。

イ　

法
令
に
基
づ
き
行
政
庁
に
対
し

て
処
分
に
つ
い
て
の
申
請
を
し
た
者

は
、
当
該
申
請
か
ら
相
当
の
期
間
が
経

過
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
行
政
庁
の

不
作
為
（
法
令
に
基
づ
く
申
請
に
対
し

て
何
ら
の
処
分
を
も
し
な
い
こ
と
を
い

う
。
以
下
同
じ
。）
が
あ
る
場
合
に
は
、

行
政
不
服
審
査
法
３
条
に
基
づ
き
、
当

該
不
作
為
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
、
上
記
審
査

請
求
は
、
法
律
（
条
例
に
基
づ
く
処
分

に
つ
い
て
は
、
条
例
）
に
特
別
の
定
め

が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
不
作
為
に

係
る
行
政
庁
（
以
下
「
不
作
為
庁
」
と

い
う
。）
に
上
級
行
政
庁
が
な
い
場
合

に
は
当
該
不
作
為
庁
に
対
し
て
す
る
も

の
と
さ
れ
（
同
法
４
条
１
号
）、
同
条

１
～
３
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

に
は
当
該
不
作
為
庁
の
最
上
級
行
政
庁

に
対
し
て
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る

（
同
条
４
号
）。
そ
し
て
、
本
件
条
例
に

は
、
本
件
管
理
者
を
実
施
機
関
と
す
る

開
示
決
定
等
や
開
示
請
求
に
係
る
不
作

為
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
を
す
べ
き
行

政
庁
に
関
し
、
特
別
の
定
め
は
置
か
れ

て
い
な
い
。

４　

第
１
審
は
、〔
１
〕
本
件
訴
え

の
う
ち
請
求
１
及
び
請
求
４
に
係
る
部

分
に
つ
い
て
、
被
告
で
あ
る
上
告
人
の

代
表
者
は
本
件
管
理
者
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
被
上
告
人
は
、
訴
状
に
被

告
の
代
表
者
と
し
て
知
事
と
記
載
し
、

裁
判
所
か
ら
の
補
正
の
促
し
及
び
補
正

命
令
を
受
け
て
も
こ
れ
を
改
め
な
か
っ

た
こ
と
、〔
２
〕
本
件
訴
え
の
う
ち
請

求
２
及
び
請
求
３
に
係
る
部
分
に
つ
い

て
、
知
事
は
本
件
審
査
請
求
を
す
べ
き

行
政
庁
と
は
な
ら
ず
、
本
件
審
査
請
求

を
も
っ
て
法
令
に
基
づ
く
申
請
又
は
審

査
請
求
を
し
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な

い
こ
と
を
理
由
に
、
行
政
事
件
訴
訟
法

７
条
、
民
訴
法
１
４
０
条
に
よ
り
、
本

件
訴
え
を
不
適
法
と
し
て
却
下
し
た
。

５　

原
審
は
、
要
旨
次
の
と
お
り
判

断
し
、
第
１
審
判
決
を
取
消
し
て
本
件

を
第
１
審
に
差
し
戻
し
た
。

（
１
）
本
件
訴
え
の
う
ち
請
求
１
及

び
請
求
４
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
、
本

件
管
理
者
の
み
が
被
告
で
あ
る
上
告
人

を
代
表
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
原
則
的

団
体
に
、
地
方
公
営
企
業
の
業
務
を
執

行
さ
せ
る
た
め
、
事
業
ご
と
に
管
理
者

を
置
き
、
管
理
者
は
地
方
公
共
団
体
の

長
が
任
命
す
る
旨
を
定
め
て
い
る
（
７

条
本
文
、７
条
の
２
第
１
項
）。そ
し
て
、

管
理
者
は
、
同
法
８
条
１
項
各
号
に
掲

げ
る
事
項
を
除
き
、
法
令
に
特
別
の
定

め
が
な
い
限
り
、
地
方
公
営
企
業
の
業

務
を
執
行
し
、
当
該
業
務
の
執
行
に
関

し
当
該
地
方
公
共
団
体
を
代
表
す
る
も

の
と
さ
れ
（
同
項
柱
書
き
）、
地
方
公

共
団
体
の
長
は
、
同
法
16
条
所
定
の
場

合
に
、
当
該
管
理
者
に
対
し
、
当
該
地

方
公
営
企
業
の
業
務
の
執
行
に
つ
い
て

必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
さ
れ
て
い
る
（
同
条
）。

（
２
）
ア　

本
件
条
例
は
、
何
人
も
、

実
施
機
関
（
知
事
、
病
院
事
業
の
管
理

者
等
を
い
う
。
２
条
４
号
）
に
対
し
、

当
該
実
施
機
関
が
保
有
す
る
自
己
を
本

人
と
す
る
個
人
情
報
（
以
下
「
保
有
個

人
情
報
」と
い
う
。）の
開
示
の
請
求（
以

下
「
開
示
請
求
」
と
い
う
。）
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
な
ど
と
定
め
（
14
条
）、

実
施
機
関
は
、
開
示
請
求
に
係
る
保
有

個
人
情
報
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
開

示
し
、
又
は
そ
の
全
部
を
開
示
し
な
い

２　

本
件
は
、
被
上
告
人
が
、
上
告

人
を
相
手
に
、
い
ず
れ
も
知
事
を
上
告

人
の
代
表
者
と
し
て
、
次
の
請
求
を
す

る
事
案
で
あ
る
。

（
１
）
本
件
裁
決
は
権
限
の
な
い
者

が
し
た
違
法
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
、

本
件
裁
決
の
取
消
し
を
求
め
る
も
の

（
以
下
「
請
求
１
」
と
い
う
。）

（
２
）
本
件
知
事
不
作
為
は
違
法
で

あ
る
な
ど
と
し
て
、
そ
の
違
法
の
確
認

を
求
め
る
も
の
（
以
下
「
請
求
２
」
と

い
う
。）
及
び
知
事
が
本
件
審
査
請
求

を
認
容
す
る
裁
決
を
す
る
こ
と
の
義
務

付
け
を
求
め
る
も
の
（
以
下
「
請
求
３
」

と
い
う
。）

（
３
）
本
件
管
理
者
不
作
為
を
理
由

と
し
て
、
国
家
賠
償
法
１
条
１
項
に
基

づ
く
慰
謝
料
の
支
払
を
求
め
る
も
の

（
以
下
「
請
求
４
」
と
い
う
。）

３　

関
係
法
令
の
定
め
は
、
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

（
１
）
兵
庫
県
病
院
事
業
の
設
置
等

に
関
す
る
条
例
（
昭
和
41
年
兵
庫
県
条

例
第
56
号
）
１
条
の
２
は
、
病
院
事
業

に
地
方
公
営
企
業
法
の
全
部
を
適
用
す

る
旨
を
定
め
て
い
る
と
こ
ろ
、同
法
は
、

地
方
公
営
企
業
を
経
営
す
る
地
方
公
共
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に
上
告
人
を
代
表
す
る
知
事
も
本
件
管

理
者
と
共
に
上
告
人
を
代
表
す
る
か

は
、
一
義
的
に
明
確
で
あ
る
と
は
い
い

難
い
。
被
上
告
人
が
訴
状
に
被
告
の
代

表
者
と
し
て
知
事
と
記
載
し
た
か
ら
と

い
っ
て
、
本
件
訴
え
の
う
ち
上
記
部
分

を
不
適
法
な
も
の
と
す
る
の
は
相
当
で

な
く
、
こ
の
こ
と
は
、
被
上
告
人
が
補

正
命
令
に
従
わ
な
か
っ
た
と
し
て
も
左

右
さ
れ
な
い
。

（
２
）
本
件
訴
え
の
う
ち
請
求
２
及

び
請
求
３
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
み
る

と
、
本
件
審
査
請
求
を
す
べ
き
行
政
庁

が
本
件
管
理
者
で
あ
る
こ
と
は
、
一
義

的
に
明
確
と
は
い
え
ず
、
被
上
告
人
が

本
件
審
査
請
求
を
す
べ
き
行
政
庁
と
異

な
る
行
政
庁
を
記
載
し
た
と
し
て
も
、

審
査
請
求
を
す
べ
き
行
政
庁
に
対
し
審

査
請
求
が
さ
れ
た
も
の
と
取
り
扱
う
の

が
相
当
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
被
上
告

人
が
法
令
に
基
づ
く
審
査
請
求
を
し
た

と
は
い
え
な
い
な
ど
と
し
て
、
本
件
訴

え
の
う
ち
上
記
部
分
を
不
適
法
な
も
の

と
す
る
の
は
相
当
で
な
い
。

６　

し
か
し
な
が
ら
、
原
審
の
上
記

判
断
は
い
ず
れ
も
是
認
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
次
の
と
お
り

は
、
病
院
事
業
の
業
務
の
執
行
に
関
す

る
も
の
と
い
え
、
本
件
管
理
者
不
作
為

に
つ
い
て
の
本
件
審
査
請
求
に
対
し
て

さ
れ
た
本
件
裁
決
も
、
こ
れ
と
同
様
で

あ
る
と
い
え
る
。
そ
う
す
る
と
、
本
件

訴
え
の
う
ち
請
求
１
及
び
請
求
４
に
係

る
部
分
に
つ
き
応
訴
す
る
こ
と
は
、
病

院
事
業
の
業
務
の
執
行
に
関
す
る
も
の

と
解
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
上
記
の
応
訴
は
、
地
方
公

営
企
業
法
８
条
１
項
各
号
に
掲
げ
ら
れ

て
い
る
い
ず
れ
の
事
項
に
も
当
た
ら

ず
、そ
の
ほ
か
に
、当
該
応
訴
に
当
た
っ

て
上
告
人
を
代
表
す
べ
き
者
に
つ
い
て

法
令
に
特
別
の
定
め
も
存
し
な
い
。

以
上
に
よ
れ
ば
、
本
件
訴
え
の
う
ち

請
求
１
及
び
請
求
４
に
係
る
部
分
に
つ

い
て
は
、
本
件
管
理
者
が
上
告
人
の
代

表
権
を
有
す
る
一
方
、
知
事
は
こ
れ
を

有
し
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

イ　

被
上
告
人
は
、
本
件
訴
え
の
う

ち
請
求
１
及
び
請
求
４
に
係
る
部
分
に

つ
い
て
、
上
告
人
の
代
表
権
を
有
し
な

い
知
事
を
被
告
の
代
表
者
と
し
て
訴
え

を
提
起
し
た
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
記

録
に
よ
れ
ば
、
第
１
審
か
ら
そ
の
補
正

を
命
じ
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現

で
あ
る
。

（
１
）
本
件
訴
え
の
う
ち
請
求
１
及

び
請
求
４
に
係
る
部
分
に
つ
い
て

ア　

地
方
公
営
企
業
法
の
定
め
に
よ

れ
ば
、
管
理
者
は
、
原
則
と
し
て
地
方

公
営
企
業
の
業
務
の
執
行
に
関
し
地
方

公
共
団
体
を
代
表
す
る
も
の
と
さ
れ

（
同
法
８
条
１
項
）、
地
方
公
共
団
体
の

長
は
、
管
理
者
に
対
し
、
同
法
１
６
条

所
定
の
場
合
に
限
っ
て
必
要
な
指
示
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
に
と
ど
ま
る
も
の

と
さ
れ
て
い
る（
同
条
）。そ
う
す
る
と
、

同
法
は
、
地
方
公
営
企
業
の
業
務
の
執

行
を
原
則
と
し
て
管
理
者
に
委
ね
て
い

る
も
の
と
解
さ
れ
、
そ
の
業
務
の
執
行

に
関
し
管
理
者
が
当
該
地
方
公
共
団
体

の
代
表
権
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該

地
方
公
共
団
体
の
長
は
そ
の
代
表
権
を

有
し
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

上
告
人
に
お
い
て
は
、
病
院
事
業
に

地
方
公
営
企
業
法
の
全
部
が
適
用
さ

れ
、
本
件
管
理
者
が
置
か
れ
て
い
る
。

本
件
管
理
者
は
、
本
件
条
例
に
お
い
て

実
施
機
関
と
さ
れ
、
保
有
個
人
情
報
に

係
る
開
示
決
定
等
を
す
る
権
限
を
与
え

ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
そ
の
権
限
を
行

使
し
な
い
と
い
う
本
件
管
理
者
不
作
為

在
に
至
る
ま
で
、
こ
れ
に
応
じ
て
い
な

い
と
認
め
ら
れ
る
。　

そ
う
す
る
と
、
本
件
訴
え
の
う
ち
上

記
部
分
は
、
不
適
法
で
あ
り
（
民
訴
法

37
条
、
34
条
１
項
参
照
）、
そ
の
不
備

は
も
は
や
補
正
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

（
２
）
本
件
訴
え
の
う
ち
請
求
２
及

び
請
求
３
に
係
る
部
分
に
つ
い
て

ア　

行
政
不
服
審
査
法
４
条
１
号
に

よ
れ
ば
、
不
作
為
に
つ
い
て
の
審
査
請

求
は
、
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除

く
ほ
か
、
不
作
為
庁
に
上
級
行
政
庁
が

な
い
場
合
に
は
、
当
該
不
作
為
庁
に
対

し
て
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

前
記
の
と
お
り
、
地
方
公
共
団
体
の

長
は
、
地
方
公
営
企
業
法
に
お
け
る
管

理
者
に
対
し
、
同
法
16
条
所
定
の
場
合

に
限
っ
て
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
に
と
ど
ま
り
、
地
方
公
共
団
体

の
長
の
管
理
者
に
対
す
る
一
般
的
指
揮

監
督
権
は
排
除
さ
れ
て
い
る
も
の
と
解

さ
れ
る
。
ま
た
、
本
件
管
理
者
に
よ
る

開
示
決
定
等
に
関
し
、
知
事
が
本
件
管

理
者
に
対
し
て
指
揮
監
督
権
を
有
す
る

旨
の
法
令
の
定
め
も
存
し
な
い
。
そ
う

す
る
と
、
本
件
条
例
に
基
づ
く
開
示
請
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求
に
対
す
る
本
件
管
理
者
の
不
作
為
に

つ
い
て
、
知
事
は
、
指
揮
監
督
権
を
有

せ
ず
、
こ
れ
を
是
正
す
る
職
責
や
権
限

を
有
し
な
い
か
ら
、
本
件
管
理
者
の
上

級
行
政
庁
に
は
当
た
ら
な
い
。
他
の
行

政
庁
が
本
件
管
理
者
の
上
級
行
政
庁
に

当
た
る
こ
と
の
法
令
上
の
根
拠
も
見
当

た
ら
ず
、
不
作
為
庁
で
あ
る
本
件
管
理

者
に
は
上
級
行
政
庁
が
な
い
も
の
と
い

え
る
。

そ
し
て
、
前
記
の
と
お
り
、
本
件
条

例
に
基
づ
く
開
示
請
求
に
係
る
本
件
管

理
者
の
不
作
為
に
つ
い
て
の
審
査
請
求

を
す
べ
き
行
政
庁
に
関
し
、
本
件
条
例

に
特
別
の
定
め
は
置
か
れ
て
お
ら
ず
、

他
の
条
例
等
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
こ

と
も
う
か
が
わ
れ
な
い
。

以
上
に
よ
れ
ば
、
上
記
不
作
為
に
つ

い
て
の
審
査
請
求
は
、
本
件
管
理
者
に

対
し
て
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

イ　

本
件
訴
え
の
う
ち
請
求
２
に
係

る
部
分
は
、
被
上
告
人
が
知
事
に
対
し

て
本
件
管
理
者
不
作
為
に
つ
い
て
本
件

審
査
請
求
を
し
た
こ
と
を
前
提
に
、
知

事
の
不
作
為
（
本
件
知
事
不
作
為
）
が

違
法
で
あ
る
と
し
て
提
起
さ
れ
た
不
作

為
の
違
法
確
認
の
訴
え
（
行
政
事
件
訴

不
備
を
補
正
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

い
う
べ
き
で
あ
る
。

ウ　

本
件
訴
え
の
う
ち
請
求
３
に
係

る
部
分
は
、
本
件
知
事
不
作
為
が
違
法

で
あ
る
な
ど
と
し
て
提
起
さ
れ
た
義
務

付
け
の
訴
え
（
行
政
事
件
訴
訟
法
３
条

６
項
２
号
）
で
あ
る
と
こ
ろ
、
上
記
イ

に
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
上
記

部
分
も
、
不
適
法
で
あ
り
（
同
法
37
条

の
３
第
１
項
１
号
）、
そ
の
不
備
を
補

正
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
べ
き

で
あ
る
。

７　

以
上
と
異
な
る
原
審
の
判
断
に

は
、
判
決
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
明

ら
か
な
法
令
の
違
反
が
あ
る
。
論
旨
は

こ
の
趣
旨
を
い
う
も
の
と
し
て
理
由
が

あ
り
、
原
判
決
は
破
棄
を
免
れ
な
い
。

そ
し
て
、
以
上
に
説
示
し
た
と
こ
ろ
に

よ
れ
ば
、
本
件
訴
え
を
不
適
法
と
し
て

却
下
し
た
第
１
審
判
決
は
是
認
す
る
こ

と
が
で
き
る
か
ら
、
被
上
告
人
の
控
訴

を
棄
却
す
べ
き
で
あ
る
。

な
お
、
本
件
訴
え
は
、
不
適
法
で
そ

の
不
備
を
補
正
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

も
の
で
あ
る
か
ら
、
口
頭
弁
論
を
経
な

い
で
判
決
を
す
る
こ
と
と
す
る
。

よ
っ
て
、
裁
判
官
全
員
一
致
の
意
見

で
、
主
文
の
と
お
り
判
決
す
る
。

（
裁
判
長
裁
判
官　

岡
村
和
美　

裁

判
官　

菅
野
博
之　

裁
判
官　

三
浦
守

　

裁
判
官　

草
野
耕
一
）

出
席
停
止
処
分
取
消
等
請
求

事
件

最
高
裁
判
所
大
法
廷　

令
和
２
年
11
月

25
日
判
決　

平
成
30
年
（
行
ヒ
）
第

４
１
７
号　

判
例
時
報
２
３
９
５
号
42

頁原
審　

仙
台
高
等
裁
判
所　

平
成
30
年

８
月
29
日
判
決　

平
成
30
年
（
行
コ
）

第
10
号　

判
例
時
報
２
３
９
５
号
42
頁

一
審　

仙
台
地
方
裁
判
所　

平
成
30
年

３
月
８
日
判
決　

平
成
28
年
（
行
ウ
）

第
33
号　

判
例
時
報
２
３
９
５
号
45
頁

行
政
敗
訴

（
要
旨
）

被
上
告
人
は
、
市
議
会
議
員
で
あ
る

が
、
平
成
28
年
６
月
２
１
日
開
催
さ
れ

た
議
会
運
営
委
員
会
に
お
け
る
発
言
に

問
題
が
あ
る
と
し
て
、
同
年
９
月
６
日

訟
法
３
条
５
項
）
で
あ
り
、
こ
の
訴
え

は
、
違
法
の
確
認
を
求
め
る
不
作
為
に

係
る
行
政
庁
（
不
作
為
庁
）
に
対
し
て

法
令
に
基
づ
く
申
請
を
し
た
者
に
限

り
、
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で

あ
る
（
同
法
37
条
）。

本
件
審
査
請
求
は
、
審
査
庁
を
知
事

と
記
載
し
た
審
査
請
求
書
を
知
事
に
宛

て
て
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
さ
れ
た
も

の
の
、
上
記
ア
の
と
お
り
本
件
管
理
者

不
作
為
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
を
す
べ

き
行
政
庁
で
あ
る
本
件
管
理
者
に
対
し

て
さ
れ
た
審
査
請
求
で
あ
る
と
の
整
理

が
さ
れ
、
本
件
管
理
者
に
よ
り
本
件
裁

決
を
す
る
と
い
う
取
扱
い
が
さ
れ
た
も

の
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
取
扱
い
が

さ
れ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
本
件
審
査

請
求
は
、
本
件
管
理
者
に
対
し
て
さ
れ

た
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
り
、
知
事
は

本
件
審
査
請
求
に
対
す
る
応
答
義
務
を

負
う
も
の
と
は
解
さ
れ
ず
、
本
件
審
査

請
求
を
も
っ
て
、
被
上
告
人
が
不
作
為

庁
で
あ
る
知
事
に
対
し
て
法
令
に
基
づ

く
申
請
を
し
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な

い
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

以
上
に
よ
れ
ば
、
本
件
訴
え
の
う
ち

上
記
部
分
は
、
不
適
法
で
あ
り
、
そ
の
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に
招
集
さ
れ
た
９
月
定
例
会
に
お
い

て
、
23
日
間
の
出
席
停
止
と
す
る
懲
戒

処
分
を
受
け
、
そ
の
間
の
給
料
を
減
額

さ
れ
た
の
で
、
処
分
の
取
消
し
並
び
に

減
額
さ
れ
た
給
与
の
支
払
を
求
め
て
出

訴
し
た
と
こ
ろ
、
原
審
は
、
一
審
判
決

を
取
り
消
し
、
差
し
戻
し
の
判
決
を
し

た
た
め
、
市
が
上
告
し
た
事
件
で
あ
る

が
、
最
高
裁
は
、
昭
和
35
年
10
月
19
日

の
大
法
廷
判
決
を
変
更
し
、
出
席
停
止

処
分
は
議
員
の
権
利
行
使
を
制
限
す
る

も
の
で
あ
る
と
し
て
、
司
法
審
査
の
対

象
と
な
る
と
し
て
、
上
告
を
棄
却
し
た

事
例
で
あ
る
。

判
　
　
　
決

〔
主　
　
　

文
〕

本
件
上
告
を
棄
却
す
る
。

上
告
費
用
は
上
告
人
の
負
担
と
す

る
。

〔
理　
　
　

由
〕

上
告
代
理
人
Ｂ
ほ
か
の
上
告
受
理
申

立
て
理
由
に
つ
い
て

１　

本
件
は
、Ｘ
市
議
会
（
以
下
「
市

定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
市
議
会

の
平
成
28
年
６
月
に
招
集
さ
れ
た
定
例

会
（
以
下
「
６
月
定
例
会
」
と
い
う
。）

の
会
期
は
同
月
14
日
か
ら
同
月
23
日
ま

で
の
10
日
間
、
同
年
９
月
に
招
集
さ
れ

た
定
例
会
（
以
下
「
９
月
定
例
会
」
と

い
う
。）
の
会
期
は
同
月
６
日
か
ら
同

月
28
日
ま
で
の
23
日
間
と
さ
れ
た
。

（
３
）
本
件
条
例
に
よ
る
と
、
市
議

会
の
議
員
の
議
員
報
酬
は
月
額

36
万
３
０
０
０
円
と
さ
れ
（
２
条
）、

一
定
期
間
の
出
席
停
止
の
懲
罰
を
受
け

た
議
員
の
議
員
報
酬
は
、
出
席
停
止
の

日
数
分
を
日
割
計
算
に
よ
り
減
額
す
る

も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
６
条
の
２
、３

条
３
項
）。

（
４
）
被
上
告
人
と
同
一
の
会
派
に

属
す
る
Ａ
議
員
は
、海
外
渡
航
の
た
め
、

平
成
28
年
４
月
25
日
に
行
わ
れ
た
市
議

会
の
教
育
民
生
常
任
委
員
会
を
欠
席
し

た
。
市
議
会
は
、
同
年
６
月
14
日
、
６

月
定
例
会
に
お
い
て
、Ａ
議
員
に
対
し
、

上
記
の
欠
席
に
つ
い
て
、
議
決
に
よ
り

公
開
の
議
場
に
お
け
る
陳
謝
の
懲
罰
を

科
し
た
。
こ
れ
を
受
け
、
Ａ
議
員
は
、

市
議
会
の
議
場
に
お
い
て
、
陳
謝
文
を

読
み
上
げ
た
。

議
会
」
と
い
う
。）
の
議
員
で
あ
っ
た

被
上
告
人
が
、
市
議
会
か
ら
科
さ
れ
た

23
日
間
の
出
席
停
止
の
懲
罰（
以
下「
本

件
処
分
」
と
い
う
。）
が
違
憲
、
違
法

で
あ
る
と
し
て
、
上
告
人
を
相
手
に
、

そ
の
取
消
し
を
求
め
る
と
と
も
に
、
議

会
議
員
の
議
員
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び

期
末
手
当
に
関
す
る
条
例
（
平
成
20
年

Ｘ
市
条
例
第
23
号
。
以
下「
本
件
条
例
」

と
い
う
。）
に
基
づ
き
、
議
員
報
酬
の

う
ち
本
件
処
分
に
よ
る
減
額
分
の
支
払

を
求
め
る
事
案
で
あ
る
。

２　

原
審
の
適
法
に
確
定
し
た
事
実

関
係
等
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ

る
。（

１
）
被
上
告
人
は
、
平
成
27
年
12

月
20
日
に
行
わ
れ
た
市
議
会
の
議
員
の

任
期
満
了
に
よ
る
一
般
選
挙
に
お
い
て

当
選
し
、
本
件
処
分
当
時
、
市
議
会
の

議
員
で
あ
っ
た
者
で
あ
る
。

（
２
）
市
議
会
の
定
例
会
の
回
数
は
、

Ｘ
市
議
会
定
例
会
の
回
数
に
関
す
る
条

例
（
昭
和
31
年
Ｘ
市
条
例
第
78
号
）
に

よ
り
、
毎
年
４
回
と
さ
れ
て
お
り
、
そ

の
会
期
は
、
Ｘ
市
議
会
会
議
規
則
（
平

成
７
年
Ｘ
市
議
会
規
則
第
１
号
）
に
よ

り
、
毎
会
期
の
初
め
に
議
会
の
議
決
で

（
５
）
被
上
告
人
は
、
平
成
28
年
６

月
21
日
、
市
議
会
の
議
会
運
営
委
員
会

に
お
い
て
、
上
記
（
４
）
の
Ａ
議
員
が

陳
謝
文
を
読
み
上
げ
た
行
為
に
関
し
、

「
読
み
上
げ
た
の
は
、
事
実
で
す
。
し

か
し
、
読
み
上
げ
ら
れ
た
中
身
に
書
い

て
あ
る
こ
と
は
、
事
実
と
は
限
り
ま
せ

ん
。
そ
れ
か
ら
、
仮
に
読
み
上
げ
な
け

れ
ば
、
次
の
懲
罰
が
あ
り
ま
す
。
こ
う

い
う
の
を
政
治
的
妥
協
と
い
い
ま
す
。

政
治
的
に
妥
協
し
た
ん
で
す
。」
と
の

発
言
（
以
下
「
本
件
発
言
」
と
い
う
。）

を
し
た
。

（
６
）
市
議
会
は
、
６
月
定
例
会
の

最
終
日
で
あ
る
平
成
28
年
６
月
23
日
、

本
件
発
言
を
問
題
と
し
て
同
月
22
日
に

提
出
さ
れ
た
被
上
告
人
に
対
す
る
懲
罰

動
議
を
閉
会
中
の
継
続
審
査
と
す
る
こ

と
と
し
、
懲
罰
特
別
委
員
会
に
お
け
る

審
査
を
経
た
上
、
同
年
９
月
６
日
、
同

日
招
集
さ
れ
た
９
月
定
例
会
に
お
い

て
、
被
上
告
人
に
対
し
、
本
件
発
言
に

つ
い
て
、
議
決
に
よ
り
23
日
間
の
出
席

停
止
の
懲
罰
を
科
す
る
旨
の
本
件
処
分

を
し
た
。

（
７
）
上
告
人
は
、
平
成
28
年
９
月

21
日
、
被
上
告
人
に
対
し
、
本
件
条
例
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に
基
づ
き
、
本
件
処
分
に
よ
り
出
席
停

止
と
さ
れ
た
23
日
間
の
分
に
相
当
す
る

27
万
８
３
０
０
円
を
減
額
し
て
議
員
報

酬
を
支
給
し
た
。

３　

原
審
は
、
普
通
地
方
公
共
団
体

の
議
会
の
議
員
に
対
す
る
地
方
自
治
法

１
３
５
条
１
項
３
号
所
定
の
出
席
停
止

の
懲
罰
の
適
否
は
、
議
員
報
酬
の
減
額

を
伴
う
場
合
に
は
司
法
審
査
の
対
象
と

な
り
、
本
件
処
分
の
取
消
し
及
び
議
員

報
酬
の
支
払
を
求
め
る
訴
え
は
適
法
で

あ
る
と
し
て
、
こ
れ
を
不
適
法
と
し
た

第
１
審
判
決
を
取
消
し
、
本
件
を
第
１

審
に
差
し
戻
し
た
。

４　

所
論
は
、
原
審
の
判
断
は
、
普

通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
に
対

す
る
出
席
停
止
の
懲
罰
の
適
否
は
一
律

に
司
法
審
査
の
対
象
と
な
ら
な
い
と
し

た
最
高
裁
昭
和
34
年
（
オ
）
第
10
号
同

35
年
10
月
19
日
大
法
廷
判
決
・
民
集
14

巻
12
号
２
６
３
３
頁
に
反
す
る
と
い
う

も
の
で
あ
る
。

５
（
１
）
普
通
地
方
公
共
団
体
の
議

会
は
、
地
方
自
治
法
並
び
に
会
議
規
則

及
び
委
員
会
に
関
す
る
条
例
に
違
反
し

た
議
員
に
対
し
、
議
決
に
よ
り
懲
罰
を

科
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
法
１
３
４

体
と
し
て
の
議
会
内
の
秩
序
を
保
持

し
、
も
っ
て
そ
の
運
営
を
円
滑
に
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
科
さ
れ
る
も
の
で

あ
り
、
そ
の
権
能
は
上
記
の
自
律
的
な

権
能
の
一
内
容
を
構
成
す
る
。

イ　

他
方
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の

議
会
の
議
員
は
、
当
該
普
通
地
方
公
共

団
体
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
者
の

投
票
に
よ
り
選
挙
さ
れ
（
憲
法
93
条
２

項
、地
方
自
治
法
11
条
、17
条
、18
条
）、

議
会
に
議
案
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き

（
同
法
１
１
２
条
）、
議
会
の
議
事
に
つ

い
て
は
、
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を

除
き
、
出
席
議
員
の
過
半
数
で
こ
れ
を

決
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
法
１
１
６

条
）。
そ
し
て
、
議
会
は
、
条
例
を
設

け
又
は
改
廃
す
る
こ
と
、
予
算
を
定
め

る
こ
と
、
所
定
の
契
約
を
締
結
す
る
こ

と
等
の
事
件
を
議
決
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
（
同
法
96
条
）
ほ
か
、
当
該
普
通

地
方
公
共
団
体
の
事
務
の
管
理
、
議
決

の
執
行
及
び
出
納
を
検
査
す
る
こ
と
が

で
き
、
同
事
務
に
関
す
る
調
査
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
（
同
法
98
条
、
１
０
０

条
）。
議
員
は
、
憲
法
上
の
住
民
自
治

の
原
則
を
具
現
化
す
る
た
め
、
議
会
が

行
う
上
記
の
各
事
項
等
に
つ
い
て
、
議

事
に
参
与
し
、
議
決
に
加
わ
る
な
ど
し

て
、
住
民
の
代
表
と
し
て
そ
の
意
思
を

当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
意
思
決
定

に
反
映
さ
せ
る
べ
く
活
動
す
る
責
務
を

負
う
も
の
で
あ
る
。

ウ　

出
席
停
止
の
懲
罰
は
、
上
記
の

責
務
を
負
う
公
選
の
議
員
に
対
し
、
議

会
が
そ
の
権
能
に
お
い
て
科
す
る
処
分

で
あ
り
、
こ
れ
が
科
さ
れ
る
と
、
当
該

議
員
は
そ
の
期
間
、
会
議
及
び
委
員
会

へ
の
出
席
が
停
止
さ
れ
、
議
事
に
参
与

し
て
議
決
に
加
わ
る
な
ど
の
議
員
と
し

て
の
中
核
的
な
活
動
を
す
る
こ
と
が
で

き
ず
、
住
民
の
負
託
を
受
け
た
議
員
と

し
て
の
責
務
を
十
分
に
果
た
す
こ
と
が

で
き
な
く
な
る
。
こ
の
よ
う
な
出
席
停

止
の
懲
罰
の
性
質
や
議
員
活
動
に
対
す

る
制
約
の
程
度
に
照
ら
す
と
、
こ
れ
が

議
員
の
権
利
行
使
の
一
時
的
制
限
に
す

ぎ
な
い
も
の
と
し
て
、
そ
の
適
否
が
専

ら
議
会
の
自
主
的
、
自
律
的
な
解
決
に

委
ね
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と

は
で
き
な
い
。

そ
う
す
る
と
、出
席
停
止
の
懲
罰
は
、

議
会
の
自
律
的
な
権
能
に
基
づ
い
て
さ

れ
た
も
の
と
し
て
、
議
会
に
一
定
の
裁

量
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
も
の

条
１
項
）
と
こ
ろ
、
懲
罰
の
種
類
及
び

手
続
は
法
定
さ
れ
て
い
る
（
同
法

１
３
５
条
）。
こ
れ
ら
の
規
定
等
に
照

ら
す
と
、
出
席
停
止
の
懲
罰
を
科
さ
れ

た
議
員
が
そ
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
え

は
、
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
処
分
の
取

消
し
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の

性
質
上
、
法
令
の
適
用
に
よ
っ
て
終
局

的
に
解
決
し
得
る
も
の
と
い
う
べ
き
で

あ
る
。

（
２
）
ア　

憲
法
は
、
地
方
公
共
団

体
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
基
本
原

則
と
し
て
、
そ
の
施
策
を
住
民
の
意
思

に
基
づ
い
て
行
う
べ
き
も
の
と
す
る
い

わ
ゆ
る
住
民
自
治
の
原
則
を
採
用
し
て

お
り
、普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
は
、

憲
法
に
そ
の
設
置
の
根
拠
を
有
す
る
議

事
機
関
と
し
て
、
住
民
の
代
表
で
あ
る

議
員
に
よ
り
構
成
さ
れ
、
所
定
の
重
要

事
項
に
つ
い
て
当
該
地
方
公
共
団
体
の

意
思
を
決
定
す
る
な
ど
の
権
能
を
有
す

る
。
そ
し
て
、
議
会
の
運
営
に
関
す
る

事
項
に
つ
い
て
は
、
議
事
機
関
と
し
て

の
自
主
的
か
つ
円
滑
な
運
営
を
確
保
す

べ
く
、
そ
の
性
質
上
、
議
会
の
自
律
的

な
権
能
が
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と

こ
ろ
、
議
員
に
対
す
る
懲
罰
は
、
会
議
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の
、
裁
判
所
は
、
常
に
そ
の
適
否
を
判

断
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
べ
き
で

あ
る
。

（
３
）
し
た
が
っ
て
、
普
通
地
方
公

共
団
体
の
議
会
の
議
員
に
対
す
る
出
席

停
止
の
懲
罰
の
適
否
は
、
司
法
審
査
の

対
象
と
な
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。　

こ
れ
と
異
な
る
趣
旨
を
い
う
所
論
引

用
の
当
裁
判
所
大
法
廷
昭
和
35
年
10
月

19
日
判
決
そ
の
他
の
当
裁
判
所
の
判
例

は
、
い
ず
れ
も
変
更
す
べ
き
で
あ
る
。

６　

以
上
に
よ
れ
ば
、
市
議
会
の
議

員
で
あ
る
被
上
告
人
に
対
す
る
出
席
停

止
の
懲
罰
で
あ
る
本
件
処
分
の
適
否
は

司
法
審
査
の
対
象
と
な
る
か
ら
、
本
件

訴
え
の
う
ち
、
本
件
処
分
の
取
消
し
を

求
め
る
部
分
は
適
法
で
あ
り
、
議
員
報

酬
の
支
払
を
求
め
る
部
分
も
当
然
に
適

法
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
本
件
訴
え

が
適
法
で
あ
る
と
し
た
原
審
の
判
断

は
、
結
論
に
お
い
て
是
認
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
論
旨
は
採
用
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。

よ
っ
て
、
裁
判
官
全
員
一
致
の
意
見

で
、主
文
の
と
お
り
判
決
す
る
。
な
お
、

裁
判
官
宇
賀
克
也
の
補
足
意
見
が
あ

る
。

は
、
憲
法
76
条
１
項
に
よ
り
司
法
権
に

課
せ
ら
れ
た
義
務
で
あ
る
か
ら
、本
来
、

司
法
権
を
行
使
し
な
い
こ
と
は
許
さ
れ

な
い
は
ず
で
あ
り
、
司
法
権
に
対
す
る

外
在
的
制
約
が
あ
る
と
し
て
司
法
審
査

の
対
象
外
と
す
る
の
は
、
か
か
る
例
外

を
正
当
化
す
る
憲
法
上
の
根
拠
が
あ
る

場
合
に
厳
格
に
限
定
さ
れ
る
必
要
が
あ

る
。２　

国
会
と
の
相
違

国
会
に
つ
い
て
は
、
国
権
の
最
高
機

関
（
憲
法
41
条
）
と
し
て
の
自
律
性
を

憲
法
が
尊
重
し
て
い
る
こ
と
は
明
確
で

あ
り
、
憲
法
自
身
が
議
員
の
資
格
争
訟

の
裁
判
権
を
議
院
に
付
与
し
（
憲
法
55

条
）、
議
員
が
議
院
で
行
っ
た
演
説
、

討
論
又
は
表
決
に
つ
い
て
の
院
外
で
の

免
責
規
定
を
設
け
て
い
る
（
憲
法
51

条
）。し
か
し
、地
方
議
会
に
つ
い
て
は
、

憲
法
55
条
や
51
条
の
よ
う
な
規
定
は
設

け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
憲
法
は
、
自
律
性

の
点
に
お
い
て
、
国
会
と
地
方
議
会
を

同
視
し
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。３　

住
民
自
治

地
方
議
会
に
つ
い
て
自
律
性
の
根
拠

を
憲
法
に
求
め
る
と
な
る
と
、
憲
法
92

裁
判
官
宇
賀
克
也
の
補
足
意
見
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

私
は
、
法
廷
意
見
に
賛
成
す
る
も
の

で
あ
る
が
、
地
方
議
会
の
議
員
に
対
す

る
出
席
停
止
の
懲
罰
の
司
法
審
査
に
つ

い
て
、
補
足
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と

と
す
る
。

１　

法
律
上
の
争
訟

法
律
上
の
争
訟
は
、〔
１
〕
当
事
者

間
の
具
体
的
な
権
利
義
務
な
い
し
法
律

関
係
の
存
否
に
関
す
る
紛
争
で
あ
っ

て
、
か
つ
、〔
２
〕
そ
れ
が
法
令
の
適

用
に
よ
り
終
局
的
に
解
決
す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
に
限
ら
れ
る
と
す
る
当
審

の
判
例
（
最
高
裁
昭
和
51
年
（
オ
）
第

７
４
９
号
同
昭
和
56
年
４
月
７
日
第
三

小
法
廷
判
決
・
民
集
35
巻
３
号
４
４
３

頁
）
に
照
ら
し
、
地
方
議
会
議
員
に
対

す
る
出
席
停
止
の
懲
罰
の
取
消
し
を
求

め
る
訴
え
が
、〔
１
〕〔
２
〕
の
要
件
を

満
た
す
以
上
、
法
律
上
の
争
訟
に
当
た

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。法

律
上
の
争
訟
に
つ
い
て
は
、
憲
法

32
条
に
よ
り
国
民
に
裁
判
を
受
け
る
権

利
が
保
障
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
法
律

上
の
争
訟
に
つ
い
て
裁
判
を
行
う
こ
と

条
の
「
地
方
自
治
の
本
旨
」
以
外
に
な

い
と
思
わ
れ
る
。「
地
方
自
治
の
本
旨
」

の
意
味
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
議
論
が

あ
る
が
、
そ
の
核
心
部
分
が
、
団
体
自

治
と
住
民
自
治
で
あ
る
こ
と
に
は
異
論

は
な
い
。
ま
た
、
団
体
自
治
は
、
そ
れ

自
身
が
目
的
と
い
う
よ
り
も
、
住
民
自

治
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
位

置
付
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

住
民
自
治
と
い
っ
て
も
、
直
接
民
主

制
を
採
用
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、

我
が
国
で
は
、
国
の
み
な
ら
ず
地
方
公

共
団
体
に
お
い
て
も
、
間
接
民
主
制
を

基
本
と
し
て
お
り
、
他
方
、
地
方
公
共

団
体
に
お
い
て
は
、
条
例
の
制
定
又
は

改
廃
を
求
め
る
直
接
請
求
制
度
等
、
国

以
上
に
直
接
民
主
制
的
要
素
が
導
入
さ

れ
て
お
り
、
住
民
自
治
の
要
請
に
配
慮

が
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
住
民
が
選

挙
で
地
方
議
会
議
員
を
選
出
し
、
そ
の

議
員
が
有
権
者
の
意
思
を
反
映
し
て
、

議
会
に
出
席
し
て
発
言
し
、
表
決
を
行

う
こ
と
は
、
当
該
議
員
に
と
っ
て
の
権

利
で
あ
る
と
同
時
に
、
住
民
自
治
の
実

現
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。
も
と
よ
り
地
方
議
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会
議
員
の
活
動
は
、
議
会
に
出
席
し
、

そ
こ
で
発
言
し
、
投
票
す
る
こ
と
に
限

ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
が
地

方
議
会
議
員
の
本
質
的
責
務
で
あ
る
と

理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
正
当
な
理

由
な
く
議
会
を
欠
席
す
る
こ
と
が
一
般

に
懲
罰
事
由
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

も
明
ら
か
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
地
方
議
会
議
員
を
出

席
停
止
に
す
る
こ
と
は
、
地
方
議
会
議

員
の
本
質
的
責
務
の
履
行
を
不
可
能
に

す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
同
時
に

当
該
議
員
に
投
票
し
た
有
権
者
の
意
思

の
反
映
を
制
約
す
る
も
の
と
な
り
、
住

民
自
治
を
阻
害
す
る
こ
と
に
な
る
。

「
地
方
自
治
の
本
旨
」
と
し
て
の
住

民
自
治
に
よ
り
司
法
権
に
対
す
る
外
在

的
制
約
を
基
礎
付
け
な
が
ら
、
住
民
自

治
を
阻
害
す
る
結
果
を
招
く
こ
と
は
背

理
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
に
よ
り
地
方
議

会
議
員
に
対
す
る
出
席
停
止
の
懲
罰
の

適
否
を
司
法
審
査
の
対
象
外
と
す
る
こ

と
を
根
拠
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

考
え
る
。

４　

議
会
の
裁
量

地
方
議
会
議
員
に
対
す
る
出
席
停
止

の
懲
罰
の
適
否
を
司
法
審
査
の
対
象
と

し
て
も
、
地
方
議
会
の
自
律
性
を
全
面

的
に
否
定
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

懲
罰
の
実
体
判
断
に
つ
い
て
は
、
議
会

に
裁
量
が
認
め
ら
れ
、
裁
量
権
の
行
使

が
違
法
に
な
る
の
は
、
そ
れ
が
逸
脱
又

は
濫
用
に
当
た
る
場
合
に
限
ら
れ
、
地

方
議
会
の
自
律
性
は
、
裁
量
権
の
余
地

を
大
き
く
す
る
方
向
に
作
用
す
る
。
し

た
が
っ
て
、
地
方
議
会
議
員
に
対
す
る

出
席
停
止
の
懲
罰
の
適
否
を
司
法
審
査

の
対
象
と
し
た
場
合
、
濫
用
的
な
懲
罰

は
抑
止
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
で
き
る

が
、
過
度
に
地
方
議
会
の
自
律
性
を
阻

害
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
考
え

る
。（

裁
判
長
裁
判
官　

大
谷
直
人　

裁

判
官　

池
上
政
幸　

裁
判
官　

小
池
裕

　

裁
判
官　

木
澤
克
之　

裁
判
官　

菅

野
博
之　

裁
判
官　

山
口
厚　

裁
判
官

　

戸
倉
三
郎　

裁
判
官　

林
景
一　

裁

判
官　

宮
崎
裕
子　

裁
判
官　

深
山
卓

也　

裁
判
官　

三
浦
守　

裁
判
官　

草

野
耕
一　

裁
判
官　

宇
賀
克
也　

裁
判

官　

林
道
晴　

裁
判
官　

岡
村
和
美
）


